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１ 概要 

（１）ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区 

  ア 所在地 

    川崎市川崎区扇島１番地１  

  イ 敷地面積 

    702ha 

  ウ 従業員数 

    2,006 人（令和３年３月３１日時点） 

（２）東日本製鉄所京浜地区の高炉等休止 

  ア 国内最適生産体制構築に向けた構造改革の実施（令和２年３月２７日公表） 

ＪＦＥスチール株式会社（本社：東京都千代田区）は、鉄鋼事業を取り巻く国内外の構造的

な環境の変化に対応し、高炉８基体制から７基体制への変更、競争力強化に向けた「選択と集

中」による製品製造体制の見直しを軸とした構造改革を実施することを公表。  

 

①令和５(2023)年度を目途に東日本製鉄所京浜地区の上工程及び熱延設備を休止 

  ②東日本製鉄所の薄板生産を一部品種を除き千葉地区に集約 

  ③京浜地区は西日本製鉄所など他地区から半製品の供給を受け生産を継続 

  ④休止する設備に係る従業員（約 1,200 名）は配置転換などにより雇用を確保 

  ⑤影響が想定されるグループ会社・協力会社（約 2,000 名）にも誠意をもって対応 

 

  イ 京浜地区の上工程及び熱延設備の休止時期（令和２年１１月９日公表） 

    東日本製鉄所京浜地区の上工程及び熱延設備について、千葉地区第６高炉の改修が令和４

(2022)年１２月（予定）に完了することを踏まえ、令和５(2023)年９月を目途に休止すること

を公表。 

 

２ 本市の対応 

（１）ＪＦＥスチール株式会社との情報共有 

ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の高炉等休止に伴う雇用への影響等の把握に

努めるため、本市とＪＦＥスチール株式会社との雇用に関する情報共有を行う部長級の「雇用連

絡会議」を開催。 

  ・令和３年５月（第１回） 

   これまでの経過、今後の方向性の確認 

  ・令和３年８月（第２回） 

   同社が労働組合と協議している転居が生じる場合の住宅支援策など 

  ・令和３年 11 月（第３回） 

   エヌケーケーシームレス鋼管株式会社の解散 

  ・令和４年２月（第４回） 

   本市が実施した「関連事業者へのアンケート調査」の結果 
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（２）関係行政機関との意見交換 

   ＪＦＥスチール株式会社の高炉等休止発表後、関係行政機関とは個別に情報共有を図ってき

たが、同社による社員への支援策が具体的となってきたことなどを踏まえ、神奈川労働局、神奈

川県、横浜市、川崎市が一同に会し、情報共有や連携した支援策等に関する意見交換を行う連絡

会を開催。 

 

   ・令和３年 10 月（第１回） 

    高炉休止に伴う雇用への影響等の確認 

   ・令和４年１月（第２回） 

    行政機関が連携した会議体の設置 

 

（３）関連事業者へのアンケート調査 

  ア 実施概要 

   ①目 的 ＪＦＥスチール株式会社の高炉等休止計画を受け、関係事業者に対し、その影響 

等について調査することを目的に実施 

   ②対 象 ＪＦＥスチール株式会社の関係事業者のうち、川崎市内に本社または事業所が所

在する企業。 

   ③送付数 １６９件 

   ④回答数 １０７件  

  イ アンケート結果概要 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ ヒアリング 

    アンケート調査の「相談希望」の項目において、相談を希望した事業者を優先し、２４件

（令和４年３月１日現在）のヒアリングを実施。 

 

（４）地元商店街へのヒアリング 

   ＪＦＥスチール株式会社の事業所や社員寮周辺の商店街にヒアリングを実施。 

 

３ 今後の対応 

  アンケート調査の「相談希望」の項目において相談を希望した事業者をはじめ、未回答の企業

等に対してヒアリングを実施し、地域経済や雇用への影響を把握するとともに、関係行政機関と

連携し、必要な対応を行っていく。 
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（参考） 本市の主な支援事業 

  

＜雇用支援＞ 

  ①就職支援 

川崎市就業支援室「キャリアサポートかわさき」において、求職者一人ひとりの就業活動をキ

ャリアカウンセラーが本人の適性等を踏まえた再就職支援を実施。 

  ②労働相談 

   労働に関する諸問題の解決に向けて、市内の事業者及び勤労者を対象とした相談窓口を設置。 

 

 

＜経営支援・専門家派遣＞ 

  ①経営相談 

   事業継続や事業転換等、中小企業が抱える課題解決に向け、中小企業診断士等の専門家によ

る経営、税務、企業法務等に対するアドバイスや専門家派遣を実施。 

  ②融資制度    

   事業資金の円滑化及び経営基盤の安定化を図るため、各種資金を長期・固定金利で融資する

制度を設置。 

 

 

 ＜地域経済等への支援＞ 

  ①商店街等への支援 

   商店街等が抱える課題解決に向け、各分野の専門家の派遣、地域の活性化等に向けた商業者

の PRやイベント支援等を実施。 

  ②事業者支援 

   取引機会拡大のための販路開拓支援や小規模事業者の安定した経営活動の継続に向けて実施

する経営改善の取組への助成等を実施。 
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